
 

 

在 留 資 格 認 定 証 明 書                                   

 

 

   

  

日本において長期在留を希望する方は、 

在留資格認定証明書を持参して頂く必要があります。 

在留資格認定証明書は、 

代理人（在日保証人）の住所を管轄する地方入国管理局にて交付申請を行って下さい。 

申請に必要な書類については、入国管理局に確認して下さい。 

 

希望在日本長期居留的人士，申請簽證應提出 

在 留 資 格 認 定 證 明 書  

欲取得在留資格認定證明書，請委託代理人〔亦即在日保證人〕代為向 

保證人住所所在地之入國管理局申請． 

申請時應提出之書類，請向受理申請之入國管理局確認． 


